
企業経営者向け「残業代の
計算方法，丸わかりセミ
ナー」
開催日：令和５年４月２７日(木)１７：００～１８：３０
会場：弁護士法人ALAW＆GOODLOOP長崎オフィス

(長崎市万才町６－１１三井ビル３階)
講師：弁護士植木博路
受講料：１１，０００円(消費税込)
本セミナーの目的
企業経営者が，「給料計算を担当する従業員等からの，残業代に

関する問に対して，質問内容を理解し，説明することができるよう
になること」，「未払い残業が発生するリスクがどのような点(労
務管理方法)に潜んでいるかを知り，自社のリスクを察知できるよ
うになること」を目的としています。
本セミナーの特色
残業代の計算方法を理解するには，①労働基準法等労働関係法令

を理解すること，②私人間の権利や義務の発生原因である契約につ
いて理解すること。③私人間の権利や義務に関する法律である民法
を理解することが必要です。本セミナーは，①については法令の趣
旨に遡って解説をすることとし，また難解な条文をやさしく・わか
りやすく解説することとしています。②，③については，日常生活
において誰もが締結する売買契約を題材として，これとの比較に
よって労働契約や民法を解説することとしています。シンプルに，
かつ，わかりやすく解説をすることで，残業代の計算方法の基本と
なる考え方を身につけていただくことを重視したセミナーとなって
います。

お問合せ先：セミナー運営事務局(弁護士法人ALAW&GOODLOOP長崎オフィス
(担当：中脇)) 電話：０９５－８９５－７５３２

メール：a.nakawaki@imail.plala.or.jp
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